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◎ 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 ） （ 抄 ）  

 
（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 法 律 に お い て 「 特 定 有 害 物 質 」 と は 、 鉛 、 砒 （ ひ ） 素 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン そ の 他 の 物 質 （ 放 射 性 物 質 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ れ が 土

壌 に 含 ま れ る こ と に 起 因 し て 人 の 健 康 に 係 る 被 害 を 生 ず る お そ れ が あ る も の と し て 政 令 で 定 め る も の を い う 。  

２  （ 略 ）  

 

（ 汚 染 土 壌 処 理 業 ）   

第 二 十 二 条  汚 染 土 壌 の 処 理 （ 当 該 要 措 置 区 域 等 内 に お け る 処 理 を 除 く 。 ） を 業 と し て 行 お う と す る 者 は 、 環 境 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 汚 染 土

壌 の 処 理 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 （ 以 下 「 汚 染 土 壌 処 理 施 設 」 と い う 。 ） ご と に 、 当 該 汚 染 土 壌 処 理 施 設 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 の 許 可

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２ ～ ９  （ 略 ）  

   

（ 変 更 の 許 可 等 ）  

第 二 十 三 条  汚 染 土 壌 処 理 業 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る 前 条 第 二 項 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 事 項 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、 環 境 省 令 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 変 更 が 環 境 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  

 

（ 経 過 措 置 ）  

第 六 十 二 条  こ の 法 律 の 規 定 に 基 づ き 命 令 を 制 定 し 、 又 は 改 廃 す る 場 合 に お い て は 、 そ の 命 令 で 、 そ の 制 定 又 は 改 廃 に 伴 い 合 理 的 に 必 要 と 判 断 さ れ

る 範 囲 内 に お い て 、 所 要 の 経 過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。 ） を 定 め る こ と が で き る 。  
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◎ 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 令 （ 平 成 十 四 年 政 令 第 三 百 三 十 六 号 ） （ 抄 ）  

 
（ 特 定 有 害 物 質 ）  

第 一 条  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 物 質 は 、 次 に 掲 げ る 物 質 と す る 。  

一  カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  

二  六 価 ク ロ ム 化 合 物  

三  二 ― ク ロ ロ ― 四 ・ 六 ― ビ ス （ エ チ ル ア ミ ノ ） ― 一 ・ 三 ・ 五 ― ト リ ア ジ ン （ 別 名 シ マ ジ ン 又 は Ｃ Ａ Ｔ ）  

四  シ ア ン 化 合 物  

五  Ｎ ・ Ｎ ― ジ エ チ ル チ オ カ ル バ ミ ン 酸 Ｓ ― 四 ― ク ロ ロ ベ ン ジ ル （ 別 名 チ オ ベ ン カ ル ブ 又 は ベ ン チ オ カ ー ブ ）  

六  四 塩 化 炭 素  

七  一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン  

八  一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン （ 別 名 塩 化 ビ ニ リ デ ン ）  

九  シ ス ― 一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

十  一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン （ 別 名 Ｄ ― Ｄ ）  

十 一  ジ ク ロ ロ メ タ ン （ 別 名 塩 化 メ チ レ ン ）  

十 二  水 銀 及 び そ の 化 合 物  

十 三  セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  

十 四  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  

十 五  テ ト ラ メ チ ル チ ウ ラ ム ジ ス ル フ ィ ド （ 別 名 チ ウ ラ ム 又 は チ ラ ム ）  

十 六  一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン  

十 七  一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン  

十 八  ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  

十 九  鉛 及 び そ の 化 合 物  

二 十  砒 （ ひ ） 素 及 び そ の 化 合 物  

二 十 一  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

二 十 二  ベ ン ゼ ン  

二 十 三  ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  

二 十 四  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル （ 別 名 Ｐ Ｃ Ｂ ）  

二 十 五  有 機 り ん 化 合 物 （ ジ エ チ ル パ ラ ニ ト ロ フ ェ ニ ル チ オ ホ ス フ ェ イ ト （ 別 名 パ ラ チ オ ン ） 、 ジ メ チ ル パ ラ ニ ト ロ フ ェ ニ ル チ オ ホ ス フ ェ イ ト （
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別 名 メ チ ル パ ラ チ オ ン ） 、 ジ メ チ ル エ チ ル メ ル カ プ ト エ チ ル チ オ ホ ス フ ェ イ ト （ 別 名 メ チ ル ジ メ ト ン ） 及 び エ チ ル パ ラ ニ ト ロ フ ェ ニ ル チ オ ノ ベ

ン ゼ ン ホ ス ホ ネ イ ト （ 別 名 Ｅ Ｐ Ｎ ） に 限 る 。 ）  

 

 


